
17令和3年5月

都
市
計
画
の
変
更
（
案
）
の
縦
覧

子
ど
も
医
療
費
助
成
制
度
の
対
象
が
拡
大

新
ご
み
処
理
施
設
整
備
事
業
に
係
る
都
市
計
画

変
更
に
関
す
る
図
書
の
縦
覧

新
ご
み
処
理
施
設
整
備
事
業
に
係
る
環
境
影
響
評
価
書
を
公
表

　

生
産
緑
地
地
区
の
都
市
計
画
変
更
を
お

こ
な
う
に
あ
た
り
、
そ
の
案
を
縦
覧
し
ま

す
。
な
お
、
住
民
お
よ
び
利
害
関
係
人
で
、

都
市
計
画
の
案
に
意
見
の
あ
る
方
は
縦
覧

期
間
満
了
日
ま
で
に
、
大
口
町
に
意
見
書

を
提
出
で
き
ま
す
。

都
市
計
画
の
種
類
お
よ
び
名
称

　

尾
張
都
市
計
画
生
産
緑
地
地
区

　

令
和
3
年
４
月
診
療
分
よ
り
、
入
院
に

係
る
医
療
費
に
つ
い
て
、
医
療
費
助
成
の

対
象
が
18
歳
到
達
の
年
度
末
ま
で
拡
大
と

な
り
ま
す
。

　

払
い
戻
し
申
請
（
償
還
払
い
）
の
た
め
、

入
院
に
係
る
費
用
を
医
療
機
関
へ
支
払
っ

た
後
、
役
場
で
申
請
を
し
て
く
だ
さ
い
。

※�

中
学
校
卒
業
ま
で
の
方
や
他
の
医
療
受

給
者
証
を
お
持
ち
の
方
は
、
そ
ち
ら
が

優
先
で
す
。
今
ま
で
ど
お
り
、
お
持
ち

の
受
給
者
証
を
医
療
機
関
へ
提
出
し
て

く
だ
さ
い
。

助�

成
対
象
者　

町
内
に
お
住
ま
い
で
、
15

歳
到
達
の
年
度
末
の
翌
日
か
ら
18
歳
到
達

の
年
度
末
ま
で
の
方
（
配
偶
者
の
有
無
や

　

尾
張
北
部
環
境
組
合
が
進
め
て
い
る
、

犬
山
市
、
江
南
市
、
大
口
町
、
扶
桑
町
の

２
市
２
町
の
ご
み
処
理
を
共
同
し
て
お
こ

な
う
「
尾
張
北
部
環
境
組
合
ご
み
処
理
施

設
」
の
整
備
事
業
に
伴
う
都
市
計
画
の
変

更
に
つ
い
て
、
関
係
図
書
の
永
久
縦
覧
を

お
こ
な
い
ま
す
。

　

尾
張
北
部
環
境
組
合
で
は
、
犬
山
市
、

江
南
市
、
大
口
町
、
扶
桑
町
の
２
市
２
町

の
ご
み
処
理
を
共
同
し
て
お
こ
な
う
広
域

的
な
施
設
の
整
備
を
計
画
し
て
い
ま
す
。　

　

当
該
整
備
事
業
に
係
る
環
境
影
響
評
価

の
結
果
、
住
民
な
ど
か
ら
の
意
見
お
よ
び

環
境
保
全
に
関
す
る
検
討
結
果
な
ど
を
ま

と
め
た
環
境
影
響
評
価
書
を
作
成
し
ま
し

た
の
で
、
縦
覧
を
お
こ
な
い
ま
す
。

縦�

覧
期
間　

５
月
14
日
（
金
）
か
ら
６
月

14
日
（
月
）
ま
で
（
土
・
日
を
除
く
）

縦�

覧
期
間　

５
月
28
日
（
金
）
か
ら
６
月

11
日
（
金
）　

午
前
９
時
か
ら
午
後
５
時

※�

正
午
か
ら
午
後
１
時
ま
で
、
土
曜
、
日

曜
を
除
く

縦
覧
場
所　

ま
ち
づ
く
り
推
進
課
窓
口

問
合
せ
先　

ま
ち
づ
く
り
推
進
課

　

蘂
95
ー

１
６
１
４

所
得
に
よ
る
制
限
は
あ
り
ま
せ
ん
）

助�

成
内
容　

４
月
診
療
分
か
ら
の
入
院
費

に
係
る
医
療
費
の
自
己
負
担
分
（
保
険

適
用
分
の
み
。個
室
使
用
料
、食
事
代
等
、

保
険
適
用
外
の
費
用
は
対
象
外
）

申�

請
に
必
要
な
も
の　

領
収
書
、
健
康
保

険
証
、
振
込
先
通
帳
等
、
印
鑑
（
自
己

負
担
が
２
万
１
０
０
０
円
以
上
の
方
）、

限
度
額
適
用
認
定
証
（
健
康
保
険
か
ら

交
付
さ
れ
て
い
る
場
合
）、
支
給
決
定
通

知
書
（
健
康
保
険
か
ら
交
付
さ
れ
て
い

る
場
合
）

問
合
せ
先　

戸
籍
保
険
課

　

蘂
95
ー

１
１
１
６

縦
覧　

５
月
14
日
（
金
）
か
ら

縦
覧
場
所　

江
南
市
環
境
課

内�

容　

尾
張
都
市
計
画
ご
み
処
理
場
（
一

般
廃
棄
物
処
理
施
設
）
の
変
更
（
江
南

市
決
定
）

問
合
せ
先

江
南
市
環
境
課　

蘂
54
ー

１
１
１
１

午
前
８
時
30
分
か
ら
午
後
5
時
15
分
ま

で
※�

正
午
か
ら
午
後
１
時
を
除
く

縦
覧
場
所　

環
境
対
策
室　

※�

江
南
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
も
閲
覧
で
き

ま
す
。

問
合
せ
先　

▽�

縦
覧
に
つ
い
て　

江
南
市
環
境
課　
　
　

蘂
54
ー

１
１
１
１
（
代
表
）

▽�

内
容
に
つ
い
て　

尾
張
北
部
環
境
組
合　

蘂
54
ー

１
１
８
８


